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会社の新株予約権等に関する事項

名称 区分
新株予約権
の目的となる
株式の種類と数

払込金額 行使価額 行使期間 個数 保有者数 行使条件

2012年度新株予約権
※2012年６月28日

発行決議
取締役
（注１）

普通株式
18,000株

１株につき
252円

１株につき
１円

2012年７月14日
～

2042年７月13日
18個 1名 別記

2013年度新株予約権
※2013年６月26日

発行決議
取締役
（注１）

普通株式
10,000株

１株につき
515円

１株につき
１円

2013年７月13日
～

2043年７月12日
10個 1名 別記

2014年度新株予約権
※2014年６月26日

発行決議
取締役
（注１）

普通株式
7,000株

１株につき
625円

１株につき
１円

2014年７月15日
～

2044年７月14日
7個 1名 別記

2015年度新株予約権
※2015年６月26日

発行決議
取締役
（注１）

普通株式
4,800株

１株につき
921円

１株につき
１円

2015年７月14日
～

2045年７月13日
48個
（注３） 1名 別記

2016年度新株予約権
※2016年６月28日

発行決議

取締役
（注１）
（注２）

普通株式
7,400株

１株につき
810円

１株につき
１円

2016年７月15日
～

2046年７月14日
74個
（注３） 1名 別記

2017年度新株予約権
※2017年６月28日

発行決議

取締役
（注１）
（注２）

普通株式
11,300株

１株につき
975円

１株につき
１円

2017年７月15日
～

2047年７月14日
113個
（注３） 1名 別記

2018年度新株予約権
※2018年６月27日

発行決議

取締役
（注１）
（注２）

普通株式
11,100株

１株につき
928円

１株につき
１円

2018年７月14日
～

2048年７月13日
111個
（注３） 1名 別記

2019年度新株予約権
※2019年６月26日

発行決議

取締役
（注１）
（注２）

普通株式
11,200株

１株につき
885円

１株につき
１円

2019年７月13日
～

2049年７月12日
112個
（注３） 1名 別記

2020年度新株予約権
※2020年６月24日

発行決議

取締役
（注１）
（注２）

普通株式
19,500株

１株につき
631円

１株につき
１円

2020年７月11日
～

2050年７月10日
195個
（注３） 2名 別記

会社の新株予約権等に関する事項
⑴ 当事業年度末日における当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約

権等の状況

（注）１. 社外取締役には新株予約権を付与しておりません。
２. 監査等委員である取締役には新株予約権を付与しておりません。
３. 2014年10月１日付で単元株式数を1,000株から100株に変更したことにより、2015年度より新
株予約権の個数は増加しております。

－ 1 －
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会社の新株予約権等に関する事項

（別記）新株予約権の行使条件
ⅰ 新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予

約権を行使することができる。
ⅱ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人は、以下に従い、新株予約権を行使するこ
とができる。ただし、新株予約権者が、当社所定の書面により、当社に対し、法定相続人による権利
行使を希望しない旨を申し出た場合はこの限りではない。
新株予約権者の法定相続人は、その全員が共同して、代表相続人（以下「権利承継者」という。）を
選任し、当社所定の手続きを行い、新株予約権を相続したうえで新株予約権を行使することができ
る。ただし、権利承継者が新株予約権を行使できる期間は、新株予約権者が死亡した日の翌日から３
ヶ月を経過する日までの間に限るものとする。

ⅲ 新株予約権者およびその権利承継者は、新株予約権に担保権の設定および質入れ等一切の処分を行う
ことはできない。

ⅳ その他の権利行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める
ところによる。

⑵ 当事業年度中に職務執行の対価として従業員等に交付した新株予約権等の状況
　該当する事項はありません。

⑶ その他新株予約権等に関する重要な事項
　該当する事項はありません。

－ 2 －
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会計監査人に関する事項

区 分 支 払 額

① 当社が支払うべき報酬等の額 12百万円

② 当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 54百万円

会計監査人に関する事項
⑴ 会計監査人の名称

協立監査法人

⑵ 会計監査人の報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取
引法上の監査に対する報酬等の額を区分しておらず、かつ、実質的にも区分できませんので、上記
①の金額にはそれらの合計額を記載しております。

２. 当社の重要な子会社のうち、Sanwa USA Inc.、Novoferm GmbH等15社は、当社の会計監査人
以外の公認会計士または監査法人（外国における当該資格に相当する資格を有する者）の監査を受
けております。

⑶ 会計監査人の報酬等に監査等委員会が同意した理由
　監査等委員会は、会計監査人に対する監査報酬について、当社と会計監査人で協議のう
え作成した監査計画、監査に要する時間および監査内容等を検証し、総合的に勘案して同
意をしております。

⑷ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める解任事由に該当する
と認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任および解任の理由を、解任後最初
に招集される株主総会にて報告いたします。
　また、監査等委員会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると判断し
た場合は、株主総会に提出する当該会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を
決定いたします。

－ 3 －
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業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項および当該体制の運用状況

業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項および当該体制の
運用状況

　当社は、取締役会において、業務の適正を確保するための体制（いわゆる内部統制システ
ム）構築の基本方針について以下のとおり決議しております。

１. 当社および当社子会社（以下、「当社グループ」という。）の取締役および使用人の職務
の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

⑴ 当社グループは、『安全、安心、快適を提供することにより社会に貢献する』ことを
「使命」とし、「使命」を具現化する「経営理念」および「行動指針」を定め、これを
具体的行動に移す際に守るべき「三和グループコンプライアンス行動規範」を制定す
る。

⑵ 「三和グループコンプライアンス行動規範」の周知・浸透を図るため「コンプライアン
ス行動規範＆ケースブック」を当社グループの役職員全員に配布し、各人から行動規範
を遵守し行動する旨の書面を取得して、法令、社内規程・社内ルールの遵守、社会的要
請に応える誠実な企業活動の展開を推進する。

⑶ 当社グループの役職員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため
に、代表取締役社長を議長とした「サステナビリティ委員会」、その下部組織として国
内グループ会社の方針や進捗管理を実施する「品質・環境・ＣＳＲ推進会議」、グルー
プ各社には「ＣＳＲ推進委員会」を設置し、コンプライアンス活動体制の構築・推進を
総括し、コンプライアンス意識の向上および教育・啓蒙に努め、取締役会に定期的に状
況を報告する。

⑷ 当社の代表取締役は、期初毎にコンプライアンス遵守の重要性を説くメッセージをグル
ープ全従業員に向けて発信するなど、コンプライアンス意識の浸透を図る。また、当社
グループは、毎年11月に「コンプライアンス月間」を実施し、各部署・各人の行動
が、法令、社内規程・社内ルールおよび社会倫理に則っているか等の点検、確認、勉強
会等を行い、コンプライアンス意識の浸透と「コンプライアンス行動規範」に基づく行
動の徹底を図る。

－ 4 －
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業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項および当該体制の運用状況

⑸ コーポレートコミュニケーション部および社外の第三者機関を窓口とする内部通報制度
「企業倫理ホットライン」を設置してグループ役職員および協力会社等に広く周知し、
コンプライアンスに関する事項について通報・相談ができる体制を整備し、コンプライ
アンス違反またはそのおそれのある事象の早期発見に努め、適切に対処すると同時に適
時、取締役会に報告する。当該通報者に対しては、「企業倫理ホットライン運用規定」
に基づき、通報・相談内容の機密を保証し、併せて通報したことを理由に不利益な取扱
いを行うことを禁止して保護するものとする。

⑹ 当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対して
は、総務部を対応部署として警察当局および弁護士等と緊密に連携し毅然とした態度で
臨み、不正不当な要求に応じず断固たる対応を貫き、一切の関係を遮断する。

【運用状況】
　当社グループは、コンプライアンス体制の総括責任者である経営企画部門担当役員の
指揮・命令のもと、当社グループ各社の役員および従業員にコンプライアンス意識の浸
透を図っております。また、当社グループの使命・経営理念・行動指針の精神、価値観
を具体的な行動に移す際に守るべきことをまとめた「コンプライアンス行動規範＆ケー
スブック」を全従業員に配布し、その遵守を図るため従業員から「宣誓書」を徴取して
おります。その他にも全社員を対象としたコンプライアンスｅラーニングや管理職を対
象としたコンプライアンス研修（２年に１度）、および「コンプライアンス月間」（毎
年11月）の実施を通じ浸透を図っております。なお、2025年４月に「コンプライアン
ス行動規範＆ケースブック」の改訂版を全従業員に配布いたしました。
　「サステナビリティ委員会」は、グローバル部門も参加し四半期に一度開催して、当
社グループのリスクやコンプライアンス課題を報告・審議しています。国内グループ会
社では、三和シヤッター工業以下、国内グループ各社の社長で構成する「品質・環境・
ＣＳＲ推進会議」を年２回（９月、３月）開催し、グループ各社ではＣＳＲ推進委員会
を年２回以上開催し、コンプライアンス意識の向上を図っております。
　当社グループの内部通報制度である「企業倫理ホットライン」に当該事業年度受け付
けた通報件数は45件でした。この内容はすべて、監査等委員である取締役に報告して
います。
　また、2019年度には、中国アジア拠点においても、内部通報制度を導入しました。
　当社グループは、反社会的勢力・団体との取引等を固く禁じ、毅然たる態度で対応す
ることを「コンプライアンス行動規範＆ケースブック」に記載して全従業員に指導して
います。

－ 5 －
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業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項および当該体制の運用状況

２. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
⑴ 取締役会等の意思決定に係る重要な会議の議事録、「職務権限規定」に基づいて決裁し

た文書等の取締役の職務執行に係る情報は、法令および「取締役会規則」、「文書取扱
規定」等の社内規程に基づき、定められた期間保存する。

⑵ 上記の文書等の情報は、取締役が常時閲覧することができる状態で維持するとともに
「情報セキュリティ規定」に基づき、適正な管理を図る。

【運用状況】
　当社グループは、職務執行に係る情報について、法令の定めに則り、文書取扱規定お
よび重要文書・重要契約書管理規定に従い、適切に保存しております。

３. 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
⑴ 当社グループは、「リスクマネジメント規定」に基づき、業務遂行における事業リスク

の把握・分析・評価を実施し、必要な回避策、低減策を講じるとともに、緊急事態が発
生した場合の損失を最小に止め、社会の信頼を損なうことのないように、発生時の報告
から復旧対策までのリスクマネジメント体制を構築・整備・運用する。

⑵ 「サステナビリティ委員会」が、リスクマネジメント推進専管組織として、当社グルー
プのリスクマネジメントの基本方針、リスクマネジメントに関する計画、施策の進捗状
況の報告・審議を行い、また、下部組織の「品質・環境・ＣＳＲ推進会議」、およびグ
ループ各社の「ＣＳＲ推進委員会」が、各社の事業展開に伴い発生するリスクに適切か
つ迅速に対応するリスク管理を行う。

⑶ 監査部は、監査の一環として当社グループのリスク管理状況およびリスクマネジメント
の運用状況の監査を行い、その結果を代表取締役、監査等委員会に報告し、代表取締役
の指示のもと、コーポレートコミュニケーション部が取締役会の承認を得て改善を行う
こととする。

⑷ 当社グループ各社の購買部門、製造部門および工務部門においては、調達、生産、物
流、施工領域の取引先を品質・コスト・納期および環境面で評価し、品質と供給および
安全の観点からサプライチェーン上のリスクを想定した改善指導等を含む管理を行う。

－ 6 －
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業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項および当該体制の運用状況

【運用状況】
　当社グループは、リスクマネジメントの目的、体制および手法を定めた「リスクマネ
ジメント規定」および緊急事態発生時の対応に関する手順を定めた「危機管理要領」
（2023年4月１日改訂）を整備し、周知・運用しております。
　また、サステナビリティ委員会を四半期に一度開催し、グローバル部門を含めたリス
クに対する施策の進捗状況の報告・審議を行っています。2019年度からは「情報セキ
ュリティ対策会議」を立ち上げ、グローバルな視点から情報セキュリティ体制の構築を
スタートさせ、ＩＴ－ＢＣＰ計画・手順の策定および訓練、ウイルスメール訓練、情報
システムの脆弱性の診断および是正などの各種対策を実施し、情報セキュリティの強化
を図っております。
　さらには、当社グループ各社の購買部門、製造部門および工務部門は、サプライチェ
ーン上のリスクをモニタリングし、定期的に購買先の調査・評価や品質診断を実施し、
改善指導に取り組むとともに、2021年度に発生した半導体不足等による部品調達問題
以降、紛争、自然災害、環境規制などを含む調達リスクに対する会議体を組織して備え
を強化しております。

４. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
⑴ 経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、取締役会の活性化を図り、意思決

定の迅速化、権限委譲によりグループ経営力を強化するために、執行役員制度を導入し
ている。

⑵ 「取締役会規則」「取締役・執行役員職務規定」「職務権限規定」および「稟議規定」
等を制定し、取締役会における決議事項・報告事項、稟議における職位別決裁基準等に
より責任と権限および意思決定ルールを明確化して、適正かつ効率的に職務の執行が行
われる体制をとる。

⑶ 取締役（監査等委員である取締役を含まない）および執行役員の指名・報酬等に係る手
続きの公平性・透明性・客観性を強化することを目的として、取締役会の下にその諮問
機関として「指名・報酬委員会」を設置し、委員の構成は、取締役会の決議により選定
された委員３名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とする。指名・報酬委員会
は、取締役会の諮問に応じて、「指名・報酬委員会規則」に則り、各事項について取締
役会に答申を行う。
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⑷ 会社経営に関する重要事項の諮問機関として「経営会議」を設置し、重要な業務執行の
決定を委任された取締役の決裁事項のうち必要事項の審議を行い会社経営の円滑な遂行
を図るとともに、取締役会付議事項に関わる重要事項の決定に資する事前審議を行い、
取締役会における意思決定の迅速化および効率化を図る。

⑸ 取締役会において、経営ビジョン、中長期経営方針、経営目標および年度経営計画を策
定し、月次または四半期ごとにグループ会社を担当する取締役が主宰する「地域別ＰＤ
ＣＡ会議」を開催して、グループ各社の計画達成に向けた施策のＰＤＣＡ（Plan Do 
Check Action）の実施状況、安全や品質、コンプライアンス状況を確認して、指導・
助言・評価を行い、取締役会にその進捗状況を報告する。

【運用状況】
　当社は、執行役員制度を導入し、取締役会における経営意思決定と執行役員の業務執
行を分離することによる経営の効率化と、取締役が執行役員の業務執行を監督する機能
の強化を図っております。
　2016年の監査等委員会設置会社への移行に伴い、同年６月の取締役会の決議により
取締役会規則等の社内規程を整備し、また、経営判断の迅速化を図る観点から「重要な
業務執行の一部の決定（法令に定める事項を除く。)」を取締役に委任し、効率的な意
思決定を行っております。なお、委任された取締役の諮問機関として「経営会議」を設
置し、同取締役の意思決定および業務執行の機動性強化等の補佐をしております。
　また、2021年１月29日開催の取締役会の決議により任意の諮問機関である「指名・
報酬委員会」を新たに設置し、経営陣幹部、取締役の指名および報酬に係る手続きの公
平性、透明性、客観性の強化を図っております。
　グループ各社を担当する取締役は、月次または四半期ごとに「地域別ＰＤＣＡ会議」
(国内、米州、欧州、アジア)を開催し、経営目標および年度の経営計画の進捗状況、課
題およびその対応策を確認・検証し、指導助言を行い、取締役会に報告しております。

５. その他の当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
⑴ 当社グループ各社の「自主独立責任経営」を尊重しつつも、当社グループの全体最適を

踏まえた業務の適正を確保するため、各社に「使命」「経営理念」「行動指針」「三和
グループコンプライアンス行動規範」を徹底し、グループ一体となったコンプライアン
ス体制、品質保証体制、リスク管理体制等により、健全で効率的な企業集団活動を推進
する。さらに、グループ各社を含めた業務の適正を確保するため、諸規則、諸規定を整
備し、適切な内部統制システムを構築する。
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⑵ 当社グループ各社は、独立企業として自主運営を行い、法令、社内規則・社内ルールを
遵守して経営責任を果たす。また、グループ各社を担当する取締役は、当社グループ各
社における業務の適正の確保・推進を図るため、各社の業務決定および業務執行の状況
を監督し経営管理の透明性の向上に向けて指導、助言を行い、定期的に取締役会に報告
をする。

⑶ 経営方針、経営目標、年度経営計画の策定に当たっては、「地域別ＰＤＣＡ会議」等を
開催してグループ各社との双方向の適切な議論を経て策定する。

⑷ 当社グループ各社の取締役または監査役に、当社役職員もしくは当社が任命した役職員
が就任し、経営の適法性および実効性を確保する。

⑸ 「グループ会社管理規定」および欧・米・アジア各社の決裁権限基準に基づき、グルー
プ各社に対して、業務執行に係る一定の事項について、事前の協議または承認、事後の
報告を義務付けている。なお、一定の基準に該当する事項は、当社取締役会の決議事項
または報告事項とする。また、グループ各社を統轄する部門は、各社から業務執行状況
等の報告を受け、必要に応じ支援を行う。

⑹ 監査部は、当社グループのうち、自社で内部監査機能を持たない会社に対して業務執行
の状況およびコンプライアンス、リスク管理に関する内部監査を実施する。自社で内部
監査部門を有する会社に対しては、監査の実施状況をモニタリングし、監査の品質を確
認する。監査およびモニタリングの結果については、代表取締役・監査等委員会に報告
するとともに、被監査部門にフィードバックし、業務執行の適正性・有効性の改善・向
上に努める。また、取締役会にて業務執行状況の報告を実施する。

【運用状況】
　グループ会社は担当する取締役の指導の下、当社をはじめグループ各社から必要な支
援を得つつ、適切に自主運営を行っており、担当する取締役は各社の業務執行状況や指
導支援の内容等を定期的に取締役会に報告しています。グループ各社の役員に就任した
役職員は、各社の取締役会や監査役監査において、経営の適法性および実効性が確保さ
れていることを確認しております。
　今年度の監査部はグループ各社の内部監査を7社22回実施し、併せて海外2社の自社
監査のモニタリングを実施しました。監査およびモニタリング結果は被監査部門にフィ
ードバックされるとともに、月次で代表取締役および監査等委員会、経営企画部門担当
取締役、三和シヤッター工業(株)代表取締役および同社の監査役に報告されておりま
す。
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６. 監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項、当該取締役および使
用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項ならび
に監査等委員会の当該取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

⑴ 監査等委員会の職務は、監査部が補助する。
⑵ 監査部の評価・人事異動等は、監査等委員会の同意を得た上で決定し、業務執行部門か

らの独立性を確保する。
⑶ 監査部の使用人は、監査等委員会の職務の補助に限っては、監査等委員会に従うものと

し、監査等委員会の指示の実効性を確保する。
【運用状況】

　監査部員を監査等委員会の職務を補助する使用人としており、監査等委員会の指示の
実効性を確保するために、監査等委員会の職務の補助に当たり、監査等委員会の指示に
従っております。

７. 当社グループの取締役および使用人等ならびにこれらの者から報告を受けた者が監査等委
員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制、当該報告者が報
告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

⑴ 監査等委員である取締役は、経営会議、地域別ＰＤＣＡ会議およびサステナビリティ委
員会等の重要会議に参画し意見を述べ報告を求めるとともに、必要と判断する会議の議
事録および稟議書等の業務執行に関する重要文書を閲覧し、必要に応じて当社グループ
の役職員に対して報告を求めることができる。

⑵ 当社グループの役職員は、当社グループの業務または業績に著しい影響を及ぼすおそれ
のある事項、法令または定款に違反するおそれのある事項が発生した場合には、監査等
委員会にその内容を速やかに報告する。

⑶ 監査部は、内部監査の結果および改善状況ならびに財務報告に係る内部統制の評価状
況、また、コーポレートコミュニケーション部は、内部通報の状況を、代表取締役およ
び監査等委員会にそれぞれ定期的に報告する。

⑷ 当社グループは、監査等委員会に報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由
として不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨をグループ内に周知徹底する。
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【運用状況】
　監査等委員である取締役は、取締役会、経営会議、国内グループ経営戦略会議、地域
別ＰＤＣＡ会議、サステナビリティ委員会等の重要な会議を通じ、取締役および執行役
員等からの報告を受け、執行における意思決定の過程や内容について監督を行っていま
す。
　監査等委員である取締役に対する報告においては、内部通報制度同様に、報告者が不
利益となる取扱いを受けないことを周知・徹底しています。

８. 監査等委員である取締役の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限
る。）について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ず
る費用または債務の処理に係る方針に関する事項

⑴ 監査等委員である取締役からその職務の執行について、費用の前払い等の請求があった
ときは、当該監査等委員である取締役の職務執行に必要でないと明らかに認められる場
合を除き、その請求に応じ速やかに処理する。

⑵ 監査等委員である取締役の職務執行に際して必要と認められる費用等については、毎年
予算を計上する。

【運用状況】
　監査等委員の年間の活動計画に基づき、予算を確認のうえ、計上しています。今期も
前払いがなく事後に経費処理等を実施しました。

９. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
⑴ 監査等委員会は、監査の実効性を高めるために、代表取締役と定期的または必要に応じ

て意見交換を行うとともに、会計監査人および監査部と定期的に協議を行い、緊密な連
携を図る。

⑵ 監査等委員である取締役は、当社グループの役職員に対して、業務執行に関する事項に
ついて説明または報告を求めることができるほか、業務および財産の状況を調査するこ
とができる。この場合、当該役職員は、迅速かつ的確に対応する。

⑶ 監査等委員会は、監査の実施にあたり、必要に応じて弁護士、公認会計士、コンサルタ
ント等の専門家を活用することができる。
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【運用状況】
　監査等委員会は代表取締役と１回、会計監査人と６回意見交換会を実施しました。ま
た、監査等委員会は取締役や使用人に対し必要に応じ報告を求め、ヒアリングや意見交
換会を実施し、監査が実効的に行われることを確保しています。監査等委員会は監査部
と定期的な会合を開催しており、監査結果について情報を共有しています。

10. 当社グループの財務報告の信頼性確保のための体制
⑴ 当社グループ各社は、金融商品取引法および関係法令に基づき、適切な会計処理および

財務報告を確保することができる内部統制システムを構築・整備し運用する。
⑵ 監査部は、当社グループ各社の財務報告に係る内部統制の整備・運用状況について、そ

の有効性評価を定期的に実施し、代表取締役に報告するとともに、その結果について外
部監査法人の評価を経て取締役会・監査等委員会に報告し、継続的な改善・向上活動を
行い、財務報告の適正性および信頼性を確保する。

【運用状況】
　当社は、金融商品取引法に基づく内部統制の有効性の維持・評価のために内部統制評
価の専門部署を監査部内に設置しています。
　同部署は財務計算に関する書類やその他の情報の信頼性と適正性を確保する体制の整
備と運用の状況について評価を実施しています。
　評価結果等については、会計監査人による監査および取締役会、監査等委員会による
検証を経て、法令所定の手続きにより内部統制報告書として適正に開示しています。
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⑴ 基本方針の内容の概要
　当社グループは、「安全、安心、快適を提供することにより社会に貢献する」ことを使
命と定め、この使命を具現化した商品とサービスをお客様に提供することにより、当社企
業価値および株主共同の利益の確保、向上に取り組んでおります。
　その上で、当社グループは以下を経営理念として定め、これらを実践することが、当社
グループの企業価値の源泉であると考えています。
① お客さますべてが満足する商品、サービスを提供する
② 世界の各地域で評価されるグローバルな企業グループとなる
③ 個人の創造力を結集してチームワークにより、企業価値を高める
　かかる経営理念のもと、現在、当社グループは、日本における強固な事業基盤を基礎と
しつつ、米国、欧州、アジア等の世界主要地域に事業展開しています。かかる各地域でそ
の地域特性を生かした販売、調達、生産、技術開発および新ビジネスの開拓を各々の地域
のグループ会社が分担するとともに、当社グループとしてグローバル・シナジーを最大限
に発揮することが、お客様が満足する競争力の高い製品、サービスを提供するために必要
と考えております。また、当社グループは、「日・米・欧における『動く建材』の不動の
トップブランド」を目指した取り組みを行っておりますが、ブランドの育成、確立は一朝
一夕にできるものではなく、役職員が一丸となって、お客様に対し、安全、安心、快適を
中長期的に安定的に提供するとともに、社会の期待と信頼に応えるべく情報公開の拡充や
法令遵守、環境保全、社会貢献等による企業の社会的責任の達成等を図ることで、はじめ
て皆さまからの信頼を得られるものと考えております。
　これらの取り組みによって、当社グループの企業価値および株主共同の利益を持続的か
つ長期的に向上させるためには、株主の皆さまはもとより、お客さま、取引先、従業員、
地域関係者等のステークホルダーとの適切な関係を維持、発展させていくことが極めて重
要であり、これらのステークホルダーの利益にも十分配慮した経営を行う必要がありま
す。
　従って、当社の株券等の大量取得の提案を受けた場合、その大量取得が当社の企業価値
および株主共同の利益に及ぼす影響を適切に判断するためには、買収者の大量取得の目
的、買収者の提案する事業計画の実現可能性・適法性、当社グループのブランド・人的資
源を含む有形無形の経営資源、ステークホルダーに与える影響とそれが企業価値に及ぼす
影響、世界中の各地域の有機的結合により実現されるシナジー効果等、当社グループの企
業価値を構成する要素が十分に把握される必要があります。
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　当社は、当社株主の在り方について、株主は市場における自由な取引により当社株式を
取得した株主に必然的に決まるものと認識しており、会社の支配権の移転を伴う買付提案
に応じるか否かの判断も、最終的には、当社株主の総体的意思に委ねられるべきものと考
えています。しかし、上記の様々な要素に鑑みて、当社の企業価値ひいては株主共同の利
益の確保、向上に資さない当社株券等の大量取得を行う者は、当社の財務および事業の方
針の決定を支配する者としては適切でないと考えております。

⑵ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配され
ることを防止するための取り組みの概要
　当社は、当社株式に対する大量買付を行おうとする者に対し必要かつ十分な情報提供を
要求し、あわせて当社取締役会の意見等の情報開示を適時適切に行い、かかる大量買付の
是非を株主の皆さまが適切に判断するために必要な情報や時間の確保に努める等、金融商
品取引法、会社法その他関連法令および定款の許容する範囲内において適切な措置を講じ
るとともに、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に努めてまいります。
　なお、本取組みは、企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させる目的をもっ
て定められているものであり、上記の⑴の基本方針に沿うものです。また、当社取締役会
は、本取組みは、情報や時間の確保に努める等、関連法令および定款に許容する範囲内に
おいて適切な措置を講じることを定めるものに過ぎず、当社の企業価値・株主共同の利益
を損なうものではなく、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えておりま
す。

（注） 本事業報告中の記載金額、数値、持株数および比率は、表示単位未満を四捨五入して表示しておりま
す。
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連結株主資本等変動計算書（2024年４月１日から2025年３月31日まで）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 38,413 39,781 174,019 △14,801 237,414
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △20,953 △20,953
親会社株主に帰属する当期純利益 57,512 57,512
自 己 株 式 の 取 得 △17,819 △17,819
自 己 株 式 の 処 分 △52 △253 601 295
自 己 株 式 の 消 却 △5,388 5,388 ―
非支配株主との取引に係
る 親 会 社 の 持 分 変 動 △298 △298

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）
当 期 変 動 額 合 計 ― △351 30,918 △11,830 18,737
当 期 末 残 高 38,413 39,430 204,938 △26,631 256,151

その他の包括利益累計額
そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

繰延ヘッジ
損 益

為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に
係 る 調 整
累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当 期 首 残 高 7,189 34 37,995 922 46,143
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当
親会社株主に帰属する当期純利益
自 己 株 式 の 取 得
自 己 株 式 の 処 分
自 己 株 式 の 消 却
非支配株主との取引に係
る 親 会 社 の 持 分 変 動
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） 872 △212 18,615 503 19,779

当 期 変 動 額 合 計 872 △212 18,615 503 19,779
当 期 末 残 高 8,062 △177 56,611 1,426 65,923

（単位：百万円）

（単位：百万円）
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新株予約権 非支配株主持分 純資産合計

当 期 首 残 高 255 1,688 285,501
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △20,953
親会社株主に帰属する当期純利益 57,512
自 己 株 式 の 取 得 △17,819
自 己 株 式 の 処 分 295
自 己 株 式 の 消 却 ―
非支配株主との取引に係
る 親 会 社 の 持 分 変 動 △298

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） △187 361 19,953

当 期 変 動 額 合 計 △187 361 38,690
当 期 末 残 高 68 2,049 324,192

（単位：百万円）
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連　結　注　記　表

（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
１. 連結の範囲に関する事項

⑴ 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
連結子会社の数　　71社

主要な連結子会社の名称
三和シヤッター工業㈱
昭和フロント㈱
沖縄三和シヤッター㈱
三和タジマ㈱
三和エクステリア新潟工場㈱
ベニックス㈱
三和システムウォール㈱
昭和建産㈱
田島メタルワーク㈱
三和電装エンジニアリング㈱
林工業㈱
㈱鈴木シャッター
三和ファサード・ラボ㈱
Overhead Door Corporation
Novoferm Germany GmbH
三和捲閘（香港）有限公司
安和金属工業股份有限公司
VINA-SANWA COMPANY LIABILITY LTD.
上海宝産三和門業有限公司
鈴木鐵閘(香港)有限公司
三和喜雅达(上海)投資有限公司
三和諾沃芬門業（常熟）有限公司
AUB Limited
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⑵ 主要な非連結子会社の名称等
主要な非連結子会社の名称

㈱吉田製作所
連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、いずれも小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び
利益剰余金（持分に見合う額）等のそれぞれの合計額は、いずれも連結計算書類に重要な影響を
及ぼしていないため連結の範囲から除いております。

２. 持分法の適用に関する事項
⑴ 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数及び主要な会社等の名称

持分法を適用した非連結子会社の数　　２社
PT. SANWAMAS METAL INDUSTRY
Novoferm (Shanghai) Co., Ltd.

持分法を適用した関連会社の数　　１社
Dong Bang Novoferm Inc.

⑵ 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称等
主要な会社等の名称

㈱吉田製作所
持分法を適用しない理由

持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余
金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微
であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用から除外しております。

⑶ 持分法の適用の手続きについて特に記載すべき事項
持分法適用非連結子会社及び関連会社のうち、決算日が異なる会社については、当該会社の事業
年度に係る計算書類を使用しております。

３. 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、在外子会社が12月31日であり、それ以外はすべて３月31日であります。
また、在外子会社については、12月31日現在の計算書類を基礎として連結を行っております。
ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
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４. 会計方針に関する事項
⑴ 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの　　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却
原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等　　　　　　　移動平均法による原価法
② デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

時価法
③ 棚卸資産の評価基準及び評価方法

国内子会社　　　　総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
在外子会社　　　　先入先出法または移動平均法による低価法

⑵ 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く。）

国内会社
定率法を採用しております。
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに2016年４月
１日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法を採用しております。また、取得価額が
10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、３年均等償却を採用しております。

在外子会社
定額法を採用しております。

② 無形固定資産（リース資産を除く。）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額
法を採用しております。のれんの償却については、投資効果の実現する期間等を見積り、当該
期間等（20年以内）において均等償却を行っております。ただし、金額の重要性の乏しいも
のについては、発生時にその全額を償却しております。

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
⑶ 引当金の計上基準

① 貸倒引当金
債権等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債
権及び破産更生債権については、財務内容評価法により計上しております。

② 賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額基準により計上しております。
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③ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金支給に備えるため、社内規定による期末要支給額を計上しております。

⑷ 収益及び費用の計上基準
当社グループは、主として顧客と請負工事契約を締結しており、それらの工事や製品の引渡をし
た時点が完全に支配が移転され履行義務が充足される時点と判断しております。当該請負工事契
約について、工事を伴うものについて、一定期間にわたり充足される履行義務は、期間がごく短
い工事を除き、履行義務の結果を合理的に測定できる場合は、見積原価総額に対する実際原価の
割合（インプット法）に応じて収益を認識しております。履行義務の結果を合理的に測定できな
い場合は、発生した原価の範囲のみで収益を認識しております。一時点で充足される履行義務
は、工事完了時に収益を認識しております。また、請負工事契約金額が適時に確定しない場合に
は、契約金額が確定するまで変動対価として契約金額を見積り、契約金額が確定する際に認識し
た収益の累計額の重大な戻入が生じない可能性が高い範囲でのみ収益を認識しております。

⑸ その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
① ヘッジ会計の処理

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約
については振当処理によっております。

② 退職給付に係る会計処理の方法
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職給付債務か
ら年金資産の額を控除した額を計上しております（ただし、年金資産の額が退職給付債務を超
える場合には、退職給付に係る資産として計上しております）。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方
法については、給付算定式基準によっております。
過去勤務費用は、国内会社では発生した連結会計年度で一括費用処理し、一部の在外子会社で
は発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10年）による定額法によ
り処理しております。
数理計算上の差異については、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主とし
て10年）による定額法により、主に発生連結会計年度から費用処理しております。
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部
におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

③ グループ通算制度の適用
当社及び一部の子会社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度
を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年８月
12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処
理並びに開示を行っております。
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受取手形 4,391百万円
売掛金 104,230百万円
契約資産 10,550百万円

２. 有形固定資産の減価償却累計額 148,051百万円

普通株式 227,000千株

（会計方針の変更に関する注記）
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下
「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基
準第20-３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業
会計基準適用指針第28号　2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65-２項
(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結計算
書類への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結計
算書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の
期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適
用後の連結計算書類となっております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結計算書
類への影響はありません。

（連結貸借対照表に関する注記）
１. 受取手形、売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、それぞれ
以下のとおりであります。

（注）なお、上記の減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１. 当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数
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決議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円） 基準日 効力発生日

2024年６月26日
定時株主総会 普通株式 10,725 49.0 2024年３月31日 2024年６月27日

2024年10月31日
取締役会 普通株式 10,228 47.0 2024年９月30日 2024年12月２日

① 配当金の総額 12,675百万円
② １株当たり配当額 59.0円
③ 基準日 2025年３月31日
④ 効力発生日 2025年６月26日

決議 株数（千株） 自己株式
（百万円）

利益剰余金
（百万円） 実施日 変動事由

2024年３月27日
取締役会 △2,000 △2,442 △2,442 2024年４月19日 消却

2024年５月13日
取締役会 1,730 4,999 － 2024年５月20日

～2024年８月６日 取得

2024年９月26日
取締役会 △2,000 △2,945 △2,945 2024年10月18日 消却

2024年10月31日
取締役会 2,781 12,815 － 2024年11月１日

～2025年３月24日 取得

⑴ 2012年６月28日開催の取締役会決議に基づく新株予約権
普通株式 18千株

⑵ 2013年６月26日開催の取締役会決議に基づく新株予約権
普通株式 10千株

２. 配当に関する事項
⑴ 配当金支払額

⑵ 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
2025年６月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり予
定しております。

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

３. 株主資本の著しい変動
当社は、取締役会決議に基づき、自己株式の消却及び取得を以下の通り行いました。

４. 当連結会計年度末の新株予約権等（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる
株式の種類及び数
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⑶ 2014年６月26日開催の取締役会決議に基づく新株予約権
普通株式 7千株

⑷ 2015年６月26日開催の取締役会決議に基づく新株予約権
普通株式 4千株

⑸ 2016年６月28日開催の取締役会決議に基づく新株予約権
普通株式 7千株

⑹ 2017年６月28日開催の取締役会決議に基づく新株予約権
普通株式 11千株

⑺ 2018年６月27日開催の取締役会決議に基づく新株予約権
普通株式 11千株

⑻ 2019年６月26日開催の取締役会決議に基づく新株予約権
普通株式 11千株

⑼ 2020年６月24日開催の取締役会決議に基づく新株予約権
普通株式 19千株

（金融商品に関する注記）
１. 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用調達計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入や社債発行）を調達して
おります。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入によ
り調達しております。
受取手形及び売掛金、電子記録債権に係る顧客の信用リスクは、与信管理制度に基づき、リスク低減
を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時
価の把握を行っております。
借入金の使途は運転資金、設備投資資金及び買収資金であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに
対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。なお、デリバティブは内
部管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。

２. 金融商品の時価等に関する事項
2025年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額834百万円）は、「その他有価証
券」には含めておりません。また、現金は注記を省略しており、預金は短期間で決済されるため時価
が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
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連結貸借対照表
計上額 時価 差額

⑴ 受取手形及び売掛金 108,622 108,622 ―

⑵ 電子記録債権 15,905 15,905 ―

⑶ 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券 37,705 37,705 ―

資産計 162,233 162,233 ―

⑴ 支払手形及び買掛金 48,540 48,540 ―

⑵ 電子記録債務 12,649 12,649 ―

⑶ 短期借入金 7,811 7,811 ―

⑷ 社債 20,000 19,319 △681

⑸ 長期借入金（１年以内含む） 17,295 17,065 △230

負債計 106,297 105,386 △911

デリバティブ取引 (2,421) (2,421) ―

（単位：百万円）

（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、(　)で
示しております。

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３
つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定
した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用い
て算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類し
ております。

有価証券及び投資有価証券
上場株式及び債券等は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引
されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。一方で、当社が保有し
ている債券等は、第三者より入手した相場価格であり、市場での取引頻度が低く、活発な
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市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２の時価に分類しており
ます。

受取手形及び売掛金、並びに電子記録債権
これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、債権額と満期までの期間及び信
用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分
類しております。

支払手形及び買掛金、電子記録債務、並びに短期借入金
これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債務ごとに、その将来キャッシュ・フロー
と、返済期日までの期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定
しており、レベル２の時価に分類しております。

社債
当社の発行する社債の時価は、市場価格のあるものは市場価格に基づき、レベル１の時価
に分類し、市場価格のないものは元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを
加味した利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しており
ます。

長期借入金（１年内含む）
変動金利による長期借入金の時価は、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態
は、実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられる
ため、帳簿価額によっております。固定金利による長期借入金の時価は、元利金の合計額
を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定してお
り、それぞれ、レベル２の時価に分類しております。

デリバティブ取引
為替予約等の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法によ
り算出しており、レベル２の時価に分類しております。

（収益認識に関する注記）
⑴ 収益の分解

当社グループは、ビル商業施設建材事業、住宅建材事業、メンテ・サービス、その他の事業を営んで
おり、各事業の主な財又はサービスの種類は、シャッター、ドア等の製造販売及び、そのメンテ・サ
ービスであります。また、各事業の売上高は、ビル商業施設建材事業で393,651百万円、住宅建材事
業で172,324百万円、メンテ・サービスで88,114百万円及びその他で8,289百万円であります。

⑵ 収益を理解するための基礎となる情報
「４．会計方針に関する事項」の「⑷ 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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１株当たり純資産額 1,499円14銭
１株当たり当期純利益 264円61銭

場 所 用 途 種 類 金 額

中国 常熟市 事業用資産

建物、機械及び装置、
車両運搬具、工具、

器具及び備品、商標権、
ソフトウエア、その他
（投資その他の資産）

1,107百万円

（１株当たり情報に関する注記）

（その他の注記）
１. 法人税率の変更等による影響

「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立したこ
とに伴い、2026年４月１日以後開始する連結会計年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われること
となりました。これに伴い、2026年４月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異
に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62％から31.52％に変更し計算し
ております。なお、この税率変更に伴う影響は軽微であります。

２. 減損損失
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

（資産のグルーピングの方法）
当社グループは、原則として事業用資産については、経営管理上の組織に基づき、資産のグルーピ
ングを行っております。ただし、将来の使用が見込まれない遊休資産については、個々の物件を一
つの単位としてグルーピングしております。

（減損損失を認識するに至った経緯）
事業用資産については、将来キャッシュ・フローが帳簿価額を下回っているため、回収可能価額ま
で減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

（回収可能価額の算定方法）
当該資産の回収可能価額は将来キャッシュ・フローを用いて算定しております。

３. その他
連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表に記載の金額は、表示単
位未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金
その他資本剰余金

資本剰余金合計
自己株式処分差益

当 期 首 残 高 38,413 39,902 52 39,954
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当
当 期 純 利 益
自 己 株 式 の 取 得
自 己 株 式 の 処 分 △52 △52
自 己 株 式 の 消 却
別途積立金より繰越利益
剰 余 金 へ の 資 本 変 動
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）
当 期 変 動 額 合 計 ― ― △52 △52
当 期 末 残 高 38,413 39,902 ― 39,902

株 主 資 本
利 益 剰 余 金

利 益 準 備 金
そ の 他 利 益 剰 余 金

配 当 平 均 積 立 金 技 術 開 発 積 立 金 別 途 積 立 金
当 期 首 残 高 3,919 140 70 55,580
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当
当 期 純 利 益
自 己 株 式 の 取 得
自 己 株 式 の 処 分
自 己 株 式 の 消 却
別途積立金より繰越利益
剰 余 金 へ の 資 本 変 動 △20,000
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）
当 期 変 動 額 合 計 ― ― ― △20,000
当 期 末 残 高 3,919 140 70 35,580

（単位：百万円）

（単位：百万円）
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株 主 資 本
利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株 主 資 本 合 計その他利益
剰 余 金 利 益 剰 余 金 合 計

繰 越 利 益 剰 余 金
当 期 首 残 高 16,980 76,690 △14,801 140,257
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △20,953 △20,953 △20,953
当 期 純 利 益 35,685 35,685 35,685
自 己 株 式 の 取 得 △17,819 △17,819
自 己 株 式 の 処 分 △253 △253 601 295
自 己 株 式 の 消 却 △5,388 △5,388 5,388 ―
別途積立金より繰越利益
剰 余 金 へ の 資 本 変 動 20,000 ― ―
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）
当 期 変 動 額 合 計 29,091 9,091 △11,830 △2,790
当 期 末 残 高 46,072 85,782 △26,631 137,467

評 価 ・ 換 算 差 額 等
新株予約権 純資産合計そ の 他

有 価 証 券
評価差額金

繰延ヘッジ損益 評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 7,112 10 7,123 255 147,637
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △20,953
当 期 純 利 益 35,685
自 己 株 式 の 取 得 △17,819
自 己 株 式 の 処 分 295
自 己 株 式 の 消 却 ―
別途積立金より繰越利益
剰 余 金 へ の 資 本 変 動 ―
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） 906 △188 717 △187 529

当 期 変 動 額 合 計 906 △188 717 △187 △2,261
当 期 末 残 高 8,018 △177 7,840 68 145,375

（単位：百万円）

（単位：百万円）
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個　別　注　記　表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１. 資産の評価基準及び評価方法

⑴ 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法
② その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの　　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等　　　　　　　移動平均法による原価法
⑵ デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

時価法

２. 固定資産の減価償却の方法
⑴ 有形固定資産

定率法を採用しております。
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く。）並びに2016年４月１日
以降に取得した建物附属設備及び構築物は、定額法を採用しております。また、取得価額が10万
円以上20万円未満の少額減価償却資産については、３年均等償却を採用しております。

⑵ 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を
採用しております。

３. 引当金の計上基準
貸倒引当金

債権等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権及
び破産更生債権については財務内容評価法により計上しております。

４. 収益及び費用の計上基準
当社の収益は、主として子会社等からの経営指導料、不動産賃料及び受取配当金であります。経営指
導料の履行義務は、契約に基づく受託業務を契約期間に応じて提供することで充足され、不動産賃料
の履行義務は、その不動産の利用期間に応じて充足されると判断しており、当該履行義務が充足され
るにつれて収益及び費用を認識しております。また、受取配当金は、配当金の効力発生日をもって収
益を認識しております。
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５. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
ヘッジ会計の処理

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約につ
いては振当処理によっております。

（会計方針の変更に関する注記）
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下
「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。
なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響はありません。

（会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計
算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
関係会社株式・出資金の評価
⑴当事業年度の計算書類に計上した金額

関係会社株式・出資金　　　　　　　　　　　　　　　115,053百万円
⑵識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①当事業年度の計算書類に計上した金額の算出方法
関係会社株式・出資金の評価は、一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して作成した各関
係会社の計算書類を基礎とした１株当たりの純資産並びに保有する資産等の時価の評価差額を反
映させたものを実質価額として、当該実質価額と取得原価を比較し、評価損の要否を判定してお
ります。少なくとも実質価額が50%以上低下している場合には、回復可能性が十分な証拠によっ
て裏付けられない限り、相当の減額を行い、評価差額は当期の損失として計上しております。

②当事業年度の計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
関係会社株式・出資金の評価に関する見積りにおいて、実質価額は決算日までに入手し得る直近
の各関係会社の計算書類を基礎とし、第三者の測定による資産等の評価を加味し算定しておりま
す。また、純資産の回復可能性については、取締役会等で承認された事業計画及びその他の見込
みを反映して判定しております。

③翌事業年度の計算書類に与える影響
各関係会社の財務状態の悪化や資産等の時価の変動、また事業計画の達成状況は、評価損の要否
及び金額の測定に影響を与える可能性があります。翌期において、実質価額が50%以上低下し回
復可能性がないと見込まれた場合、関係会社株式・出資金を実質価額まで減額するために、追加
的な評価損の計上が必要となる可能性があります。
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１. 有形固定資産の減価償却累計額 25,075百万円

Overhead Door Corporation 1,672百万円
Creative Door Services Ltd. 236百万円
Novoferm GmbH 2,272百万円
三和捲閘（香港）有限公司 46百万円
安和金属工業股份有限公司 65百万円
上海宝産三和門業有限公司 538百万円
VINA-SANWA COMPANY LIABILITY LTD. 269百万円
三和諾沃芬門業（常熟）有限公司 122百万円
計 5,223百万円

関係会社に対する短期金銭債権 21,019百万円
関係会社に対する長期金銭債権 8,582百万円
関係会社に対する短期金銭債務 351百万円

関係会社との取引高 営業収益 39,410百万円
その他の営業取引高 1,013百万円
営業取引以外の取引高 1,123百万円

普通株式 12,160千株

（貸借対照表に関する注記）

２. 保証債務
他の会社の金融機関からの借入金等に対して次のとおり保証を行っております。

３. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

（損益計算書に関する注記）

（株主資本等変動計算書に関する注記）
１. 当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
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決議 株数
（千株）

自己株式
（百万円）

利益剰余金
（百万円） 実施日 変動事由

2024年３月27日
取締役会 △2,000 △2,442 △2,442 2024年４月19日 消却

2024年５月13日
取締役会 1,730 4,999 ─ 2024年５月20日

～2024年８月６日 取得

2024年９月26日
取締役会 △2,000 △2,945 △2,945 2024年10月18日 消却

2024年10月31日
取締役会 2,781 12,815 ─ 2024年11月１日

～2025年３月24日 取得

２. 株主資本の著しい変動
⑴ 自己株式の消却及び取得

当社は、取締役会決議に基づき、自己株式の消却及び取得を以下の通り行いました。

⑵ 別途積立金より繰越利益剰余金への資本変動
当社は、2024年９月26日開催の取締役会決議に基づき、同日付で別途積立金のうち20,000百万
円を繰越利益剰余金へ振り替えました。
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役員退職慰労金 66百万円
貸倒引当金 393百万円
未払事業税 54百万円
有価証券 235百万円
関係会社株式 10,749百万円
減損損失 2,089百万円
繰延ヘッジ損益 81百万円
その他 114百万円
繰延税金資産 13,786百万円

評価性引当額 △9,220百万円
繰延税金資産合計 4,565百万円

その他有価証券評価差額金 △3,690百万円
繰延税金負債合計 △3,690百万円
繰延税金資産の純額 874百万円

（税効果会計に関する注記）
１. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

繰延税金負債

２. 法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立した
ことに伴い、2026年４月１日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われること
となりました。
これに伴い、2026年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資
産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62％から31.52％に変更し計算しております。
その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が20百万円、繰延ヘッジ損益
が2百万円増加し、法人税等調整額が123百万円、その他有価証券評価差額金が105百万円減少してお
ります。

３. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に
関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計
処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
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属性 会社等の名称
議決権等の
所有又は

被所有割合

関係内容
取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上の

関係

子会社 三和シヤッター
工業株式会社

所有
直接

100％
４名 経営指導

の受託

資金の受託
（注１，２） 28,820 関係会社

預り金 37,268

出向者の受入
（注３） 591 未払金 32

子会社 株式会社鈴木
シャッター

所有
直接

100％
─ 経営指導

の受託
資金の受託

（注１，２） 5,132 関係会社
預り金 5,994

子会社
三和ファサー

ド・ラボ
株式会社

所有
直接

100％
─ 経営指導

の受託
資金の受託

（注１，２） 1,098 関係会社
預り金 3,508

子会社
Overhead 

Door 
Corporation

所有
間接

100％
３名 資金の

借入

資金の借入
（注４）

7,742
(52,680千ドル)

１年内返済予定の
関係会社長期
借入金及び

関係会社長期借入金

7,876
(52,680千ドル)

利息の支払
（注４）

336
(2,191千ドル) 未払金 49

(327千ドル)

子会社
Novoferm
Germany

GmbH

所有
直接

100％
３名 資金の

援助

資金の貸付
（注５）

3,446
(20,000千ユーロ)

短期貸付金
及び

長期貸付金
20,220

(137,896千ユーロ)

利息の受取
（注５）

606
(3,776千ユーロ)

流動資産の
「その他」

6
(41千ユーロ)

（関連当事者との取引に関する注記）

（注） 取引条件及び取引条件の決定方針等
⑴ 資金の受託については、CMS（キャッシュ・マネジメント・システム）による取引であり、取引

金額は、期中の平均残高を記載しております。
⑵ 資金の受託については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
⑶ 三和シヤッター工業株式会社が支給した出向者人件費について、実費精算を行ったものでありま

す。
⑷ 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保は提供

しておりません。
⑸ 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保は受け

入れておりません。
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１株当たり純資産額 676円35銭
１株当たり当期純利益 164円18銭

（収益認識に関する注記）
収益を理解するための基礎となる情報

「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「４．収益及び費用の計上基準」に記載のとおりでありま
す。

（１株当たり情報に関する注記）

（その他の注記）
その他

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表に記載の金額は、表示単位未満を切り捨
てて表示しております。

－ 35 －


